
帰 国 を 考 え て い る 外 国 人 の 方 へ

　◎　東京入国管理局では，次の日程で
　　　　　　　　『出国命令制度』の臨時出張受付窓口を開設します。

　　　千葉県・・・７月１日　（日曜日）　０９：００～１８：００
　　　　　　　　　　 東京入国管理局千葉出張所
　　　　　　　　　　　（千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内）
　　　埼玉県・・・７月８日　（日曜日）　０９：００～１８：００
　　　　　　　　　 　東京入国管理局さいたま出張所
　　　　　　　　　　　（埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4　アルーサA館1階）
　　　茨城県・・・７月２９日　（日曜日）　０９：００～１８：００
　　　　　　　　　　 東京入国管理局水戸出張所
　　　　　　　　　　　（茨城県水戸市城南2-9-12　第３プリンスビル１階）

　　《対象者》　　不法残留（オーバーステイ）中の人

　　《対応者》　　東京入国管理局の職員

出国命令制度の臨時出張受付窓口開設のご案内

   ☆受付の内容

    　１．出国命令手続（出頭申告）の受付
    　２．出国命令制度の説明
    　３．出国命令制度についての相談・質問
   　  　 ・　私は出国命令制度で帰国することができるの？
   　  　 ・　『強制送還』と『出国命令』とは何が違うの？
　   　   ・　出国命令書を発給されると自分で空港に行って出国できるって本当なの？
　　           　　　　　　　　　　　　　　   　   　 　などの相談及び質問にお答えします。

　  【問い合わせ先】
　　　  東京入国管理局調査第三部門
　　　　　  　　　　　　　　　（出頭申告担当）
　　　　　       電話　０３－５７９６－７２５７
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